
 

 

2020 年度 小糸南自治会 ４月定例役員会議事録（3 役承認済み）   2020.4.17 

 

1． 役員会の運営方法 

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため集合せず、開催予定日（4/11）までの、 

実施事項、承認事項などを書記がまとめ、役員が確認して議事録とする。 

2． 自治会活動の方法 

 ・役員間、会員への連絡は、電話、メール、紙ポスト投函で行う。 

 ・回覧物、配布物は、郵便受けへ入れる。 

 ・自治会館は、4 月は使用中止。コピーは手指消毒して使用可。 

 ・会費集金は、緊急事態宣言の解除後あらためて日程設定する。 

3． 新年度予定 

 ・自治会カレンダーを HP に掲載した。 

4 月の会館清掃は中止とした。防犯パトロールは別途連絡する。 

 ・ブロック長（前期、後期）を HP に掲載した。  

4． 新年度各種役員登録 

 ・市民組織役員（主要役員一覧）を市民センターへ提出した。 

 ・防災部長（矢光様）を防災協議会へ役員として推薦した。 

 ・体育委員 2 名（社体協役員）を社体協へ推薦した。 

 ・自治会長が自治連幹事（一般役員）となる予定。（5/11 総会） 

 ・JA さがみの通帳名義を新会長名に変更した。 

 ・広報配布責任者は、前年度役員から広報課へ通知済。 

5． 各種申請処理状況 

 ・防災部から防災組織の承認/委嘱依頼があり承認した。 

  小糸小避難施設運営委員 2 名（副会長、物資班）の選出中。5/1 提出予定。 

 ・建築協定運営委員会から運営委員選出申請があり承認した。 

 ・南糸会、小糸南クラブ、交流ネットから会館定期利用申請があり許可した。 

6． 火災保険 

 従来の「あいおい同和」と新規３社を比較検討。東京海上を選定し契約した。 

7． 補助金申請 

 防犯連合協議会へ防犯灯補助金交付委任状を提出した。（毎年） 

8． 新入会員 

 7 ブロック。                           以上 



2020年度 小糸南自治会 5月 定例役員会議事録 (3役承認済み )
2020.5.10

1.今後の自治会活動
添付『今後の自治会活動 (案 )」を作成し、役員の確認が完了したので、
会員に回覧する。今後これを基本に運営する。

2.藤沢市からの連絡
(1)湘南大庭地区における各団体の定期総会
下記団体は郵送による書面での表決となつた。
口自治会連合会
口社会福祉協議会
」交通安全対策協議会
・防災協議会
口防犯協会
口生活環境協議会
・青少年育成協力会
(2)藤沢市の諸活動の予定
口公民館などの貸室は5月 中中止。
・イベントは6月 末まで中止。
(3)微酸性電解水 (微酸性次亜塩素酸水)配布
時間 :平日10:00～ 16:00(12:00～ 13:00は除く)
場所 :大庭市民センター

回覧済みだが、土日はなしとなつた。

3.その他 (各役員からの情報など)
防犯灯補修は実行済みです。

以上



小糸南役員会議事録 （3役承認済み）

２０２０/０６/２０（土）

コロナ禍で役員会開催ができない状況であり、役員会開催日までの実施事項、決定事項、
伝達事項などを議事録の体裁にまとめ、配布、HPへ掲載します。

1. 役員実施事項の報告、情報共有
・処置事項
・市民組織交付金の一部前払い申請提出済（5/12）
・自治会マップ最新化（5/28）（配布はしていない）

　４ブロック特別会員（会費徴収のみ、広報等配布、回覧なし）雑賀眼科、吉田寮。

　「長期不在」、「誰か住んでいる」、「空家」等の詳細不明のところがある。

　防災、防犯などと連携しておく必要があると思います。

　 ・ＨＰに「自治会カレンダー、7/1から行事再開、6/16から貸室再開」を掲載。（5/28）

　 ・建築協定委員会　ブロック委員を決め岡田会長へ提出済み。（5/30）

　 ・巣ごもり騒音について注意喚起を回覧した。（5/18）

・自治会館利用再開を定期利用者（交流ネット含む）、防災、連絡協議会通知（6/7）

　 感染防止策を記載（ホール定員11名、和室定員4名）、机椅子、手指の除菌。

　 チェックシート記入、提出することとした。

　 ・火災保険支払い済み（5月末期限）

　 ・日赤支払い予定（9月期限）

　 ・バウンドテニス（7/5）募集：「感染防止策を設定して実施」を追記。

　 ・「防犯強化」ステッカー紛失したのでほしいとの希望があり、渡しました。

　 ・防犯パトロールのぼり、電柱設置につき通報で防犯協会が撤去。公園に設置。

　 ・その他情報あればお願いします。

　 ・会員移動

　 　　４ブロック川述様（6/3）、9ブロック田中様、10ブロック岡野様（6/10）。

　　川述様、岡野様は次の方への建築協定伝達済み。

２．自治会イベントの再開は感染防止策決定後とする。
７/４一斉清掃は中止です。

３. 今後の自治会活動
今後の自治会活動の実施方法については、７/１１の役員会で検討し決定する。

検討事項
・自治会活動での感染防止策（一斉清掃、会館清掃、防犯パトロール、役員会）。
・役員会の実施方法。
・会館検討会。
・一斉清掃の範囲、方法。会館清掃時の補助金５千円の妥当性。

・回覧、掲示板の使用方法、ＨＰの利用方法。

・建築協定委員会。

・騒音。
・防犯ステッカー。
・防災活動。
・特別部会の補助金減額は非活動期間の範囲。
・その他　過去にない方策があれば提案をお願いします。

以上



2020 年度 小糸南自治会 7 月定例役員会議事録           
 

日時：2020.7.11（土）19：00～21：00 

場所：小糸市民の家 輪藤（ホール） 

参加者：役員 21 名、矢光防災部長 

 

1． 役員会の再開 

４～６月役員会を休止していたが、7 月度から再開した。 

感染防止のため、市民の家 75 ㎡（自治会館ホール 37 ㎡）を使用した。  

2． 議事内容 

2.1 組織、規約の確認 

  初めての役員全員での会合であり、活動を再開するにあたり、外部組織、関係

組織を含む役員会の組織、規約類を確認した。 

2.2 これまでの活動状況 

  毎月の状況は逐次「議事録」として回覧してきたが、活動再開にあたり、主要

活動状況について総括し、確認した。 

2.3 これからの活動 

  決定事項は次の通り。 

  2.3.1 自治会活動での感染防止策（添付「感染防止策」） 

    一斉清掃、会館清掃、防犯パトロール、役員会での感染防止策を設定した。 

  2.3.2 役員会の実施方法 

    今後も市民の家で開催する。（第２土曜 19：00～21：00） 

  2.3.3 防犯パトロールの実施方法 

    ・第１土曜に前期ブロック長、第３土曜に後期ブロック長が実施。 

    ・実施時に 2 隊に分かれ巡回する。 

    （従来は、役員会に合わせ第 2 土曜に役員、第 4 土曜に有志で実施してい

たが、感染防止のため、参加メンバーを役員にしぼり、市民の家で開催

の役員会との重複を避けるため実施日を変更する。） 

  2.3.4 会館検討会 

    立ち上げ予定であったが、現状では活動困難のため当面保留とする。 

  2.3.4 一斉清掃 

自治会内の清掃は、実際上自宅周辺の日常的な清掃で十分なので、自治会

カレンダーによる「任意参加」とし、ブロック長はゴミ袋を準備するが、

参加の声がけなどは行わない。（ブロック間で差があったので統一） 



    ただし、市へ申請し、ゴミ袋配布、火曜朝ゴミ回収を受けているので、今

後も「一斉清掃」の位置づけは継続する。今年度分のゴミ袋を各ブロック

に配布した。 

（自治会館庭は会館清掃として実施。遊歩道、小糸公園、さいが眼科

駐車場、会館館庭の木の剪定および、雑草処理、花壇の管理、保育

園、小学校、公園周辺、緑道などはライフタウンを美しくする会で

実施いただいています。その際ご協力頂ければ幸いです。） 

  2.3.5 会館清掃 

     感染防止策を講じて、会館清掃／ブロック別親睦会を実施する。 

     費用 5 千円は都度開催前に会計からブロック長へ渡す。残金がある場合は

返却する。 

  2.3.6 回覧、掲示板の使用方法 

     緊急以外は、「広報ふじさわ」（10 日、25 日発行）配布のタイミングに合

わせ月 2 回まとめて回覧する。   

     利便性向上のため、掲示板の増設（大谷戸公園方面）の可能性を調査する。 

  2.3.7 騒音 

     自治会内で複数の近隣の騒音に関する問題提起があり、一度「籠もり騒音」

に関連して注意喚起の回覧をしたが、状況に変化なく、再度回覧を実施する。 

  2.3.8 防犯ステッカー 

     紛失、老朽化が多く、自治会で作成（プリント、パウチ）して再配布する。 

     具体的内容は、防犯/３役で相談して決める。 

3． 防災 

 矢光部長から、組織、役割について説明いただいた。 

・ブロック内でのファイル引継ぎをお願いします。 

・防災倉庫の各ブロック保管品の点検をお願いします。 

・全体会議ができないので、ファイルを見て内容をご理解ください。 

４．その他情報 

 ・社体協関係では、夏祭り、レクレーションが中止となった。 

  （各戸配布のスポーツカレンダーに記載があるが、取り消し線を引いて配布） 

 ・自治連関係では、敬老会が中止となり、記念品等は別途配布される。 

   ・ふるさと祭りは、バザー、模擬店中止。展示、ホールイベントは 7/15 の実行委委

員会で決定される。 

 

以上 



----------感染防止策-------- 

【一斉清掃】         

 ・発熱、咳、喉の痛みなどの症状がある場合は参加しない。  

 ・マスクを着用する。  

 ・人との距離は 2 メートル以上あける。      

 ・清掃用具など共用するものは、直接触らず軍手などを使用する。   

  軍手を再使用する場合は必ず洗濯する。      

 ・活動前後の集まっての長時間の会話は避ける。    

 ・作業後、手洗い、うがいをする。     

【役員会】         

 ・当面、小糸市民の家で開催する。      

 ・藤沢市の地域市民の家の感染防止策に従う。（下記）    

 １．換気をこまめに行ってください。      

 ２．少ない人数で行ってください。      

 ３．席はできるだけ離して長時間の対面は控えてください。   

 ４．マスクの着用をお願いします。      

 ５．入室前に手指消毒を行ってください。      

 ６．飲食はしないでください。（水分補給は可）     

 ７．机いす等の消毒を行ってください。      

 ８．大声をださないでください。       

 ９．発熱や咳などの症状がある方は利用をご遠慮ください。   

 ☆マイスリッパを持参ください。       

【防犯パトロール】         

 一斉清掃に準じた感染防止策とする。      

 ①用具は「共用用具」の扱いとし、手袋を使用する。（消毒等はしない）  

 ②用具出し入れに会館に入る場合は、マイスリッパを使う。   

【会館清掃】         

 ・ＨＰ掲載の「会館清掃／ブロック別親睦会に関する申し合せ事項」に  

  従って実施する。         

 ・一斉清掃に準じた感染防止策とする。     

 ・窓を解放し、換気をする。      

 ・ホール定員 11 名、和室定員各 4 名。密にならぬよう作業分担する。 

 ・拭き掃除は、感染防止を兼ねて、家庭用洗剤を使用する。  

 ・感染防止策として、会館内での飲食は避ける。（水分補給は除く） 

  「お茶菓子とお茶は帰宅後とする」か「止める」。   

 ・当面マイスリッパを使うこととする。     

                                〆 



2020 年度 小糸南自治会 8 月定例役員会議事録           
 

日時：2020.8.8（土）19：00～20：15 

場所：小糸市民の家 輪藤（ホール） 

参加者：役員 21 名、矢光防災部長,岡田建築協定委員長。 

 

1． 役員会の開催 

感染防止のため、市民の家 75 ㎡（自治会館ホール 37 ㎡）を使用した。  

2． 議事内容 

2.1 建築協定の説明 

  建築協定とは 

ブロック代表委員の役割 

小糸南地区建築協定書等の説明が、岡田委員長よりありました。 

協定内容を変更すると再締結の必要があり、締結しないところが出てくる。 

改訂はせず、そのまま継続か廃止が望ましい。 

2.2 これまでの活動状況 

 ①掲示板：現状設置場所に加え、台谷公園付近への増設を市民生活活動推進課に 

打診したが実現の可能性は難しい。 

掲示者名記載、掲示期間など厳守をお願いしました。 

   ②防犯カメラ：問題なく設置できる可能性あり。 

    事案が発生した場合のみ、警察などにデータを提供する形式で犯罪の抑止効果 

    が期待されるので、新設を検討したい。 

   ③小糸南交流ネット：７/２６開催。 

   ④ふるさと祭り：第２回運営委員会ではバザー、模擬店は中止だがホール、展示

物をどうするか未定です。 

   ⑤湘南中央病院循環バス：各病院ともバス運営しているが湘南中央病院も１０月 

後半から１日５本程度の運航開始予定です。 

   ⑥交付金等：資源協力金が入金しました。 

         交付金後期分申請予定。 

耐震診断補助は、従来どおり建築時期の条件から対象外でした。 

社体協年会費は支払い確認待ちです。 

⇒確認の結果当初計画通り納入する予定です。 

   ⑦防犯部：防犯パトロールは７/１８、８/１実施。以降予定通り行います。 

   ⑧防犯部：防犯ステッカー作成しました。全戸配布します。 



⑨会館清掃：７/１８に２ブロックの皆様に協力いただきました。 

⑩自治会館使用状況：４,５月なし、６月３件１８人、７月２件１２人。 

⑪その他：その他各部からの報告。 

一斉清掃８/１実施しました。任意参加でしたが、特に問題ありませんでした。 

社体協：９／６小糸小クリーンデー中止、９/20 ソフトボール大会。 

防災部：防災倉庫にブロック毎に備蓄防災用具機材が管理委託されています。 

    全ブロック実施後、報告をとりまとめます。 

    各ブロック救出救護班長殿：点検、報告をお願いします。（1，7、10 は

済み） 

社会福祉：７/２９福祉部会が開催され、敬老福祉事業（お茶プレゼント、米寿白

寿の方対象）は実施します。 

 

2.3 今後の活動。 

  岡田建築協定委員長が辞意表明されています。今後の運営も併せて検討必要。 

  回覧版の手渡しを避けるため、郵便受けに入る形にすることが望ましく、役員で

継続検討する。 

会館検討委員会は現状鑑み立ち上げ保留中。 

                          

                                                    以上 



2020 年度 小糸南自治会 ９月定例役員会議事録           
 

日時：2020.9.12（土）19：00～19：30 

場所：小糸市民の家 輪藤（ホール） 

参加者：役員 21 名、矢光防災部長 

 

1． 役員会の開催 

感染防止のため、市民の家 75 ㎡（自治会館ホール 37 ㎡）を使用した。  

2． 議事内容 

2.1 自治会館利用の説明 

  コロナ禍での密を避けるための方策案を検討中です。 

役員間での方向性を承認してもらいたい旨説明があり、これを承認しました。 

今後、具体案をとりまとめます。 

2.2 回覧板の形状変更。 

現行の回覧板は、各戸それぞれのポスト形状に合わないことから 

改良検討中でした。3 案が提示され、その中から丸められてポストに入り、 

比較的に堅牢なものが選ばれました。 

準備ができ次第実行致します。 

2.3 その他各部からの報告。 

防災部より 

防災用具備品点検報告で未提出ブロックありますがまとまり次第報告します。 

トランシーバー新規購入検討しております。予算と補助金の兼ね合いから一挙

に出来ませんが年度計画しながら備えたい。 

停電時のバッテリ-等の検討依頼の意見がありました。 

防災の日の訓練は役員のみで実施します。 

環境衛生より 

9 月予定の行事は中止になりました。 

一斉清掃９/５実施しました。任意参加でしたが、特に問題ありませんでした。 

                          

                                                    以上 



2020 年度 小糸南自治会 １０月定例役員会議事録           
 

日時：2020.10.10（土）19：00～20：15 

場所：小糸市民の家 輪藤（ホール） 

参加者：役員 22 名、矢光防災部長。 

 

1． 役員会の開催 

感染防止のため、市民の家 75 ㎡（自治会館ホール 37 ㎡）を使用した。  

2． 議事内容 

2.1 連絡事項 

 ①回覧物方法の変更：従来の回覧版から回覧ビニールケースへ。 

10 月より実施し、必要があれば改善します。 

回覧希望物は、広報に毎月 2 日と 17 日までに届けてください。 

   ②交付金等：後期分の申請を行いました。 

③福祉関係：。 

    ・赤い羽根共同募金 実施済み。 

・年末助け合い共同募金 申請実施します。 

・第 2 回高齢者福祉部会 10/8 書面開催。 

・湘南大庭ふれあいフェスタ、ふれあいボーリング中止。 

  ④ふるさと祭り：中止です。 

⑤町内一斉清掃、会館清掃： 

特に問題なく実施しましたが、ブロックごとの差異があれば検討。 

   ⑥湘南中央病院循環バス：１１月から１日５本程度の運航開始予定です。 

⑦自治会館備え付けの消毒、洗剤等有効期間が不明のもの入れ替えます。 

  補足）従来から設置のビオレ U はコロナに対し有効（北里大見解）ですが、 

アルコール濃度が厚労省規定の 70％以下なので、厚労省規定を満たす

製品を追加設置しました。 

洗剤は、コロナに有効な界面活性剤の記載があるものにします。 

⑧最新の自治会規約（３/２９総会承認）とブロック長申し合わせ事項を 

 ＨＰに掲載します。 

⑨その他：その他各部からの報告。 

防災部：防災倉庫にブロック毎に備蓄防災用具機材が管理委託されています。 

    故障物、不足品補充しました。 

コンテナの点検、使いづらいとの指摘で配置見直しました。 



充電器の自治会保有は現状難しい。 

2.2 打合せ事項。 

  ・１．自治会館の有効利用： 

市の基準の人数制限や、感染予防策を実施した現況下では限られています。 

できれば、従来実施してきた各専門委員会、特別部会、連絡協議会などの諸活動を再開し、 

可能な範囲で会員間の交流を深め、有用な自治会活動を行うについて以下の認識です。 

① 役員会開催レベル(22 人+)は実現がかなり難しい。 

飛沫拡散防止+換気強化が必要で、遮蔽版の数、換気扇更新など高額となる。 

費用対効果から、役員会は市民の家活用を継続したい。 

② 10 人程度（机６台）が実現できれば、各種会議がより安全に実施できる。 

机に２人以上は遮蔽版がほしい。  

③ 麻雀、飲食を伴う懇親会は今後も難しい。 

今後②について段ボール製など具体的な方策を検討はじめます。 

 

・２．建築協定委員、委員長選出 

 

緊急ではありませんが、１２月には新規役員選出、その後は総会準備などがあるので 

１０から１１月に決定したい。積極的な立候補者受け付けます。 

皆様のご意見を伺いながら選出したいと思います。 

 

・３．防犯カメラ設置 

  最近の各種事例からも、防犯カメラが有効であり、防犯委員+数名で検討体制を 

決めたいと思います。 

具体的に場所、必要性の検討など始めて頂きます。 

申請期限が６月末で防犯交通安全課と事前協議が必要になりますので今年度役員で 

道筋を整える方向です。 

 

                          

                                                    以上 



2020 年度 小糸南自治会 １１月定例役員会議事録           
 

日時：2020.11.14（土）19：00～20：10 

場所：小糸市民の家 輪藤（ホール） 

参加者：役員 21 名、矢光防災部長 

 

1． 役員会の開催 

感染防止のため、市民の家 75 ㎡（自治会館ホール 37 ㎡）を使用した。  

冒頭、会長より感染防止策の再確認要請がありました。 

2． 議事内容 

2.1 連絡事項 

①自治会館ホールの感染防止策 

衝立について 

  検討製作を有志支援で 13 台完成しました。 

長机 6 台各机２人使用で、12 人着席可能です。据え付けてありますので 

利用者は机、衝立を移動した場合、元の位置に戻しておいて下さい。 

換気扇ついて 

ホールの現換気扇は 10 人相当で換気量増が望ましい。 

換気方法は①自然換気（窓を開ける）②換気扇を大きくする（工事が必要） 

③熱交換型換気扇（増設で費用大）④窓用換気扇（増設）⑤天井換気扇 

（天井なく取り付け不可）の方法が考えられますが①，②、④案で検討続けます。 

今後、併せて加湿器、二酸化炭素測定器利用で有効な具体案をとりまとめます。 

②防災無線。 

防災部で今年は 4 台購入としましたが、寄贈を 3 台頂きましたので 

効果的な自治会内配置を検討し次回報告します。 

③その他  

(1)回覧ケース 

回覧物の濡れが発生しています。防水仕様ではありませんので、 

奥行きの浅い郵便受けでは、ケースを横向きに丸めながら 

ケース全体が完全に郵便受けに入るようにお願いします。 

(2)湘南中央病院循環バス 

無料の循環バスが 11 月 16 日から運行開始になります。  

再度案内を回覧します。 

 



(3)下水道使用料 

自治会館排水が下水道に接続されていた事から 10 月分より徴収されます。 

④その他各部からの報告。 

防犯部より 

防犯灯修理完了です。識別ラベルが経年劣化していましたので新しく作成し 

他の防犯灯も貼りかえる予定です。 

防犯カメラ設置は申請期限が毎年 6 月末までとの事から、単年度内での処理 

は難しいのが現状です。場所等事前協議に至るまでの道筋を今年度役員で整え

て、新年度役員に渡したいと思います。 

必要性は最近の警察事例から防犯カメラがかなり有効と思われます。 

 

環境衛生より 

各ブロックの翌年度ごみ集積場の申請を市に報告します。 

 

自治会イベント 

一斉清掃、会館清掃、防犯パトロールは予定通り実施されています。 

特に問題提起されていませんがあればお願いします。 

 

2.2 打合せ事項 

2.2.1 新役員の決定。 

役員決定の段取り 

11/14  役員決定の方針、日程の確認 

11/中旬 役員会議事録により、本内容の周知。 

12/初旬 各ブロック長から会長へ次期役員予定者を連絡。 

12/12  新役員予定者を確認、役員決定会議開催の通知。 

12/19  次期役員会議開催（役割決定）。小糸市民の家で現役員 3 役参加。 

 

   新役員への連絡事項 

ブロック長の 2/3 以上の推薦により、ブロック長以外から役員選出できるので、

該当する場合は、決定会議までに調整お願いします。 

 

専門部会の建築協定委員会委員長。防災部長、防災副部長は役員会が選出.委嘱します。 

現状新ブロック長以外に候補者はなく、副会長になられる方の兼務が良いと思われます。 

建築協定委員は、各ブロックからの新委員選出が必要となります。 



 

特別部会は各部会の自主運営にまかせています。 

 

防災組織については 2 月に防災部から防災部員選出を依頼します。 

 

2.2.2 議案書、総会、引継の準備 

 

12/19 関係者に議案書原稿作成を依頼。 

1/30 各部「年度まとめ報告」提出。 

2/13 現役員「活動報告」提出、新役員「活動計画」提出。 

2/27 会計 「会計報告」提出。（会計監査含む） 

2/28 原稿締切り。 

3/13 議案書完成。 

3/15 議案書配布。 

3/28 総会。書面審議を想定。 

 

3/29～31 引継ぎ（役員ごとに設定） 

 

この次年度に向けての準備スケジュールを役員会で全体確認しました。  

                                                                                      

以上 



2020 年度 小糸南自治会 １２月定例役員会議事録           
 

日時：2020.12.12（土） 

 

1． 役員会の開催 

感染拡大防止のため、１２月の役員会は書面審議とします。  

尚、規約により今１２月定例役員会は成立いたしております。 

 

2． 議事内容 

2.1 連絡事項 

①環境衛生より 

・「ポイ捨て無くしたい」第４回(12/12),第５回(2021/02/13)は中止です。 

・「マイクロプラスチックについての講演会」1/13 開催予定です。 

・「資源ごみ集積場所」２月から変更となります。 

・「一斉清掃用ごみ袋」自治会館にあります。必要時取りに来てください。 

 

②防犯カメラ 

防犯交通安全課から関連資料を入手し、設置場所の検討を進めました。 

近隣の既設防犯カメラと重複しない事や、空き巣優先か不審者優先か、また予算上 

１か所２０～３０万程度の自治会負担になることから取りあえず、1～2 か所に絞って 

どうかと意見を求めました。 

・台谷公園付近に１台+緑道１台。 

・台谷公園付近に１台+さいが眼科付近南向きに１台。 

・空き巣対策は個人宅で設置してもらい、不審者優先が良い。 

などがあり、現段階では対象/設置場所を絞りきれないので、今回素案により藤沢北警察署 

生活安全防犯係の意見も参考に進めたいと思います。 

 

③会長から自治蓮役員会(11/25)の報告 

・恒例の市民センターでの「新春の集い」は中止。 

・来年度自治連他６団体費用は１月決定、２月以降の説明。 

 予算作成のため確認します。活動のない現状ではゼロベースでのスタートです。 

・郷土作り推進会議からアンケート依頼がありました。 

 とりまとめて報告します。12/28 提出期限なので各ブロック長、回収お願いします。 



・各自治会の地域活動に関する情報提供の依頼がありました。ＨＰ記載内容で報告。 

④感染防止策 

・２酸化炭素濃度測定器 

 一定人数での会議なら換気扇の換気能力に応じた人数に制限すればよいが、あれば適切

な状況かどうかを確認でき安心できる。などの点から賛成 12、不要４賛同率 75%をもち 

東亜産業社製「ＣＯ２MANEGER」(10,780)を購入します。 

・加湿器 

方式で「ハイブリット式」、「スチーム式」等ありますが、今回はスチーム式(水を加熱 

して蒸気化加湿するもので立ち上がりも早く、雑菌が繁殖しにくく小型/軽量、低価格） 

などの点から賛成 16、不要 0 賛同率 100%で 

アイリスオオヤマ社製（10,142/2 台）購入します。 

  ・非接触体温計 

賛成 15,不要１賛同率 94%で購入します。 

タニタ社製（定価 5500 円）品薄状態で他メーカーにするか検討中です。 

 ・ 

⑤新役員「役員決定会議」 12/19(土)13：00～14：00 開催です。 

12/11 開催案内を役員予定者に配布しております。 

念のため概要記載します。 

・1 日時 12/19(土)13：00～14：00 

・2 場所 小糸市民の家 

・3 参加者 新役員 22 名、現役員（会長、副会長）2 名 

・4 議題 役職決定。 

欠席の場合は、役員就任を判断できる方に委託してください。 

・5 注意事項 感染防止にご協力お願いします。 

⑥南糸会解散の報告 

12/10 付けで解散報告がありました。 

特別部会の中で永年に渡り活動して参りましたが、活動困難な現況下令和 2 年度を 

持ちましての解散を判断しました。 

皆様にはご支援いただきましたこと心より感謝申し上げます。 

 

                                                                                     

以上 



2020 年度 小糸南自治会 １月定例役員会議事録           
 

日時：2021.1.9（土） 

 

1． 役員会の開催 

感染拡大防止のため、令和 3 年 1 月の役員会は書面審議とします。  

尚、規約により今１月定例役員会は成立いたしております。 

2． 議事内容 

2.1 連絡事項 

①緊急事態宣言発令に伴う自治会活動 

 藤沢市は 1/12 から 2/7 まで市民の家、市民センター、公民館、図書館の貸室を 

 休止としました。 

・自治会では藤沢市に準じて 2/7 まで自治会館の貸室を休止します。 

 ②会長からの報告 

・より良いまちづくりアンケート 

  各ブロックからの回答を 12/28 市民センターへ届けました。 

・新入学児童へのお祝い品（社会福祉協議会）。 

 各ブロック回覧して人数確認します。尚、お祝い品は 3 月お渡し予定です。 

・1/16（土）の会館清掃（８ブロック）中止です。 

・2/6（土）の一斉清掃、1/16(土)2/6（土）の防犯パトロール予定どおり実施します。 

 2 月は市の対応に応じて変更の可能性があります。防犯協会から「戸建て駐車場からタイヤ盗難あり。ドロボウは

下見をするので自宅の駐車状況を見て､自衛手段をとりましょう。シャッター・扉・チェーン・ロープでも心理的

に入りにくくなります。コロナウイルス予防とともに犯罪抑止をくれぐれもお願い致します。」とのことです。 

  ③感染防止策の機器について。 

 自治会館内に以下のものが揃いました。 

・２酸化炭素濃度測定器 

・加湿器（加熱超音波式） 

  ・非接触体温計 

  ・各テーブル上の衝立（定員１２名） 

  ・換気扇（換気能力３１２㎡/ｈ） 

  ・アルコール消毒液 

 ④総会議案書関係 

2020 年度活動報告、2021 年度活動計画作成」原稿依頼中です。 

整理後、２月役員会（２/１３）での打ち合わせを予定しています。 

 ⑤新年度役員 

新年度役員の役職が決定しました。 

                          以上                                                                                      



2020 年度 小糸南自治会 ２月定例役員会議事録           
 

日時：2021.2.20（土） 

 

1． 役員会の開催 

コロナ禍で緊急事態宣言下感染拡大防止のため、令和 3 年 2 月の役員会は書面審議とします。 

尚、規約により２月定例役員会は成立いたしております。 

2． 議事内容 

2.1 連絡事項 

①緊急事態宣言発令に伴う自治会活動 

 ・自治会では藤沢市に準じて自治会館の貸室を休止します。 

②会長からの報告 

・上記に関連して、3 月の自治会活動はつぎのとおり予定しています。 

3/7 まで緊急事態宣言が継続なので、3/6 の一斉清掃、防犯パトロールは中止します。 

3/8 から解除になれば、3/13 の役員会は実施します。小糸市民の家が使えなければ書面で実

施します。3/20 の防犯パトロール、会館清掃は実施の予定ですが、3/13 の役員会で最終判

断します。 

・総会議案書作成 

総会議案書（以下の 1 から 5 号まで）を作成し、役員確認、会計監査を完了 

第 1 号議案 2020 年度活動報告 

第２号議案 2020 年度会計報告 

第３号議案 2021 年度役員の承認 

第４号議案 2021 年度活動計画の承認 

第５号議案 2021 年度予算の承認 

 自治連、社体協の負担金は 2021 年度無しです。 

・2020年度小糸南自治会定期総会開催 

緊急事態宣言が解除されても、蜜を回避して、自治会館、小糸市民の家などでの総会開催は 

難しいので書面表決を予定しています。 

 ③今後の予定 

定期総会議案書（各戸配布用）の印刷。 

また、これの配布、書面評決書回収、集計、結果発表や、役員引き継ぎ等については 

3 月役員会で確認決定します。 

                          以上 

                                                                                      



2020 年度 小糸南自治会 ３月定例役員会議事録           
 

日時：2021.3.13（土） 

 

1． 役員会の開催 

コロナ禍で緊急事態宣言が延期になり、小糸市民の家が使用出来なくなったため、 

令和 3 年 3 月の役員会は書面審議とします。 

尚、規約により 3 月定例役員会は成立いたしております。 

2． 議事内容 

2.1 連絡事項 

①緊急事態宣言発令に伴う自治会活動 

 ・緊急事態宣言の解除が、3/7 から 3/21 へ延期となり、自治会カレンダーに 

記載の 3 月の行事は全て中止としました。 

②会長からの連絡事項 

・議案書準備状況：市民センターの印刷機が無償で使えることになり、3/3 印刷

完了。用紙のみ持ち込みで、自治会負担です。以後役員が分担して製本中。 

3/13～14 に書面表決の案内と共に配布の予定です。 

・自治会館に保有の備品のリストを作成しました。会館管理引継ぎ時に使います。 

・緊急事態宣言延長により小糸市民の家第４回運営委員会は書面会議となりました。 

・新入学児童への祝い品が配布されました。（２名） 

・市から、来年度の「市民組織役員（変更）届」提出依頼を受領しました。 

新役員へ作成、提出を依頼します。   

・東京電力から「電気+ガス」契約の案内を受領しました。新役員へ検討をお願い

します。 

③今後の予定 

・3/26 書面表決締切り（会員⇒各ブロック長）。3/27  10：00 ～書面表決集計します。  

・役員引継ぎ 3/28  10：00～14：00、感染防止のため、時間帯を３つに分け、 

ホールと和室に分かれて実施します。  

以上 

 

 


